
令和７年１２月２日以降、医療機関等の受診時の資格確認は、原則マイナ保険証を利用する運用となりました。

資格確認書については、交付を希望された方およびマイナ保険証を利用できない方（ご本人の申請に関わらず、国か

ら提供される情報に基づき職権交付を実施）に交付しています。

マイナ保険証の利用登録率が増加することで、以下の事務コスト、事務負担等の軽減につながります。

①加入者が資格取得した場合に資格確認書を配付するコスト

②加入者が資格喪失・氏名変更・資格確認書をき損した場合に、資格確認書を回収して健保組合へ返却するコスト

③５年ごとの有効期限切れに伴う再配付にかかるコスト

 マイナンバーカードの取得、マイナ保険証の利用登録の周知につきましてご協力をお願いいたします。

Ｇｇ※マイナンバーカードの取得、マイナ保険証の利用登録は任意です。

■「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」に関するＱ＆Ａは、こちらをご参照ください。

４.マイナンバーカードの取得、マイナ保険証の利用登録の周知に関するお願い
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https://www.phia.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%A8%BC%E3%80%8D%E3%80%8C%E8%B3%87%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%80%8D%E3%80%8C%E8%B3%87%E6%A0%BC%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%9B%B8%E3%80%8D%E3%81%AE%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1.pdf



